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「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」について

（地方六団体会長談話）

この度、政府は、構造改革をさらに本格的に推進するため 「経済財政運営、

と構造改革に関する基本方針２００３」を取りまとめられ、三位一体改革に関

してその具体的目標を設定されるとともに、国庫補助負担金の廃止に伴う税源

移譲について、地方公共団体が従来から要望してきた基幹税の充実を基本に行

うなど、その道筋を示された。このような考え方は、一層の地方分権につなが

る地方行財政制度の構築を目指すものであり、評価したい。

今後、真の地方分権を推進するためにも、国と地方の役割分担に応じた税源

配分の見直しを進め、地方の歳出と地方税収入の乖離を縮小する方向で、地方

税財源の充実強化を図る必要がある。

また、国から地方へ税源の移譲が行われても、税源が偏在することによる地

方公共団体間の財政力格差の是正と一定の行政水準の維持・確保が必要である

ことから、今後とも、地方交付税制度における財源調整・財源保障機能が果た

す役割は、依然として重要である。

政府においては、平成１６年度以降の予算編成及び税制改正にあたって、地

方公共団体の意見を十分反映しながら、この基本方針の早急な具体化を図り、

地方分権時代に相応しい地方税財政基盤の確立を目指した三位一体の改革を着

実に推進されることを強く期待する。
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